
施策の取組状況について

海上保安庁で取り扱うご遺体

犯罪死体・変死体 刑事訴訟法に基づく取扱い

・司法警察員（海上保安官）による代行検視

・鑑定処分許可状に基づく解剖 ⇒司法解剖

それ以外のご遺体 死体調査法に基づく取扱い

• 海上保安部長等の判断に基づく「検査」の実施

• 検査結果、医師の意見等を踏まえ、解剖の実施 ⇒行政解剖

計３５５件（R4）

１６６件（R４）

１３件（R4）

海上保安庁における死因究明体制の強化

◎人材の育成（研修等の充実）

大学法医学教室での研修

当庁教育機関、都道府県警察での研修

鑑識検定制度

◎専門職員の配置・資機材の整備

「鑑識官」の増員・質の向上

検視室、遺体用冷蔵庫等の整備

検視台

冷蔵庫
（一体用）

移動式照明

第２回死因究明等推進計画検証等推進会議
資料５

令和５年７月27日



稚内

紋
別

羅臼

室蘭
瀬棚

江差

留萌

釧路
小樽

根室

苫
小
牧

浦
河

広
尾

網
走

函
館

第一管区

第二管区

青森

秋田

気仙沼

石巻宮城

酒田

福島

鹿島

銚子

新潟
佐渡

上越

千葉

東
京

川
崎

横須賀

清
水

御
前
崎

三河

衣浦

尾
鷲

串
本

田
辺

海
南

岸和田
堺

四
日
市大

阪
神
戸

加
古
川

姫
路

小
豆
島

関西空港

徳
島

高
松

坂
出

高
知

新
居
浜

今
治松

山

土
佐
清
水

宿
毛

玉
野

水
島

福
山

尾
道

呉

広
島

岩
国

宇
部

萩
仙
崎

下
関

浜
田

若
松

福
岡

唐
津

対馬

比田勝

五島

境

隠岐
香
住 舞

鶴

宮
津

福井

金沢
伏
木

第十管区

第七管区

第八管区

第九管区

第五管区

第六管区 （瀬戸内海等）

下
田

名
古
屋

敦
賀

館
山

勝浦

鳥
羽

鳥
取

指
宿

八戸

宮古

釜石

第三管区

第四管区

門
司

佐世保

長崎
三池

熊本

天草

大
分

佐伯

日
向

宮
崎

鹿児島
串木野

湘
南

奄美

名護

中城

宮古島

石垣

第十一管区

第十管区

古仁屋 小
笠
原
諸
島

小笠原

第三管区

管区海上保安本部 11

海上保安航空基地 2

海上保安（監）部 71

海上保安署 61 横浜

伊万里

小
浜

能登

茨城

分室 14

日立

船
橋

木更津

田
子
の
浦

浜
島

西
宮

美
波

三
島
川
之
江

木
江

花
咲

津
久
見

下
松

三
田
尻
中
関

苅
田

小
倉

壱
岐

八代

志
布
志

喜
入

富山

中
部
空
港

鑑識官の配置 計93保安部署

平成23年度～令和元年度 61保安部署
令和 2年度 14保安部署
令和 3年度 3保安部署
令和 4年度 8保安部署
令和 5年度 7保安部署

七尾
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鑑 識 官 の 配 置 状 況 （令和5年7月現在）
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…「鑑識官」を配置している部署


